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新潟港（東港区） 今回計画

港湾の一体的かつ効率的な運営の促進を図るため 効率的な運営を

東港区

港湾の一体的かつ効率的な運営の促進を図るため、効率的な運営を
特に促進する区域を計画する。

東港区
西ふ頭地区、南ふ頭地区 西ふ頭地区

コンテナバース（W1～5）

新潟港国際海上コンテナターミナル

効率的な運営を特に促進する区域
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西港区 入舟地区

新潟港（西港区） 今回計画

西港区 入舟地区

【フェリー（入舟地区）】
新規岸壁

【内貿コンテナ・ＲＯＲＯ（入舟地区）】
新規岸壁新規岸壁

利用形態の見直しの検討が必要な区域
2



確認の視点

確認事項
国としての確認の視点

基本方針※
Ⅵ 港湾の効率的な運営Ⅵ 港湾の効率的な運営
１ 民間能力の活用による港湾運営の効率化

特に、国際海上コンテナ輸送においては、船舶の大型化の進行
とともに アジア域内での貨物量の急激な増加を背景に 基幹航

港湾の効率的な
運営に関する事項

とともに、アジア域内での貨物量の急激な増加を背景に、基幹航
路の維持・拡大を巡り、東アジアにおいて港湾間の国際競争が激
化しており、戦略的な港湾運営が極めて重要となってきている。
（略）（略）
地域における産業や経済の実情等の港湾を取り巻く状況を勘案し
ながら、これらの制度を活用し、我が国においても民間の能力を
活用した港湾運営の効率化を進める。

※港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針（平成23年9月15日施行）
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